
JP 2017-128200 A 2017.7.27

10

(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】自動運転機能が作動中の場合であっても外部情
報表示用の表示エリアが十分に確保され、ヒューマン・
マシン・インターフェイスを向上させることが可能な車
両用情報提供装置を提供する。
【解決手段】第１の情報表示部は、車両状態情報のうち
所定情報Ｄ１を表示する第１の表示領域Ｒ１と、所定情
報Ｄ１とは異なる車両状態情報の他の情報（作動状態情
報）と車両の外部情報（ナビゲーション表示部５６０）
とを表示する第２の表示領域Ｒ２とを有し、制御手段は
、作動状態情報とナビゲーション表示部５６０とを第２
の表示領域Ｒ２に同時に表示するにあたって、作動状態
情報が簡略化された簡略作動状態情報（簡略化情報）５
８０として縮小表示されるように第１の情報表示部の表
示制御を行うものである。
【選択図】図１２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
車両の各種状態を車両状態情報として表示する第１の情報表示部と、前記第１の情報表示
部の表示制御を行う制御手段とを有し、接続手段を介して外部機器と接続される車両用情
報提供装置において、
前記車両用情報提供装置は、前記外部機器から出力される車両の外部情報を取得可能であ
り、
前記第１の情報表示部は、前記車両状態情報のうち所定情報を表示する第１の表示領域と
、前記所定情報とは異なる前記車両状態情報の他の情報と前記車両の外部情報とのうち少
なくとも一方を表示する第２の表示領域とを有し、
前記制御手段は、前記他の情報と前記車両の外部情報とを前記第２の表示領域に同時に表
示するにあたって、前記他の情報が簡略化された簡略化情報として縮小表示されるように
前記第１の情報表示部の表示制御を行うことを特徴とする車両用情報提供装置。
【請求項２】
車両の各種状態を車両状態情報として表示する第１、第２の情報表示部と、前記第１、第
２の情報表示部の表示制御を行う制御手段とを有し、接続手段を介して外部機器と接続さ
れる車両用情報提供装置において、
前記車両用情報提供装置は、前記外部機器から出力される車両の外部情報を取得可能であ
り、
前記第１の情報表示部は、前記車両状態情報のうち所定情報を表示する第１の表示領域と
、前記所定情報とは異なる前記車両状態情報の他の情報と前記車両の外部情報とのうち少
なくとも一方を表示する第２の表示領域とを有し、
前記制御手段は、前記他の情報と前記車両の外部情報とを同時に取得している状況下にお
いて、前記他の情報が簡略化された簡略化情報として前記第２の情報表示部に表示される
ように前記第１、第２の情報表示部の表示制御を行うことを特徴とする車両用情報提供装
置。
【請求項３】
前記他の情報には、前記車両の自動運転に関する自動運転関連情報が少なくとも含まれる
ことを特徴とする請求項１または請求項２記載の車両用情報提供装置。
【請求項４】
前記制御手段は、前記自動運転の状態が所定の状態から前記所定の状態とは異なる他の状
態へと変化したことを検出すると、前記他の状態に対応する前記自動運転関連情報が所定
時間、前記第２の表示領域に拡大表示されるように前記第１の情報表示部の表示制御を行
うことを特徴とする請求項３記載の車両用情報提供装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両の利用者に各種情報を提供する車両用情報提供装置に関し、特に、車両
搭載機器と外部機器とを利用して各種情報を提供する車両用情報提供装置に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、この種の車両用情報提供装置にあっては、例えば下記特許文献１に記載され
ているものが知られている。この特許文献１に記載の車両用情報提供装置は、車両に搭載
された液晶ディスプレイ付き車載用マルチメディアコンピュータからなり、携帯情報機器
（外部機器）と接続可能に構成されている。これにより、車両の利用者へ車載用マルチメ
ディアコンピュータに備えられるディスプレイ（情報表示部）を介して、携帯情報機器の
持っている車両の外部情報（オーディオプレイヤー、ナビゲーションシステム、インター
ネットブラウザ）を表示することが可能となっているものである。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－２２４８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述した特許文献１に記載の車両用情報提供装置にあっては、車両内で手軽に携帯情報
機器を利用することが可能であり、車両の利用者に対し利便性の高い車内情報システム（
車両用情報提供装置）を提供するものである。ところで、車両の利用者へ携帯情報機器の
持っている車両の外部情報を専用のディスプレイではなく、既存のディスプレイを利用し
て提示するとき、車両の外部情報の表示レイアウトに関して改善の余地があった。
【０００５】
　例えば既存のディスプレイが、車両用計器に備えられる計器用ディスプレイ（情報表示
部）であるとすると、計器用ディスプレイには、通常、各種の車両状態情報が表示されて
おり、携帯情報機器の持っている車両の外部情報を前記車両状態情報が表示された計器用
ディスプレイに追加して表示するためには、計器用ディスプレイにおいて表示される各種
情報（ここでの各種情報とは前記車両状態情報と前記車両の外部情報とを含む情報）のレ
イアウトを変更する必要があった。
【０００６】
　特に、車両状態情報として、先進運転支援システムと一般的に称されるＡＤＡＳ（Ａｄ
ｖａｎｃｅｄ　Ｄｒｉｖｉｎｇ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍ）機能等の自動運転
機能に係わる情報を表示する場合、計器用ディスプレイにはアダプティブ・クルーズ・コ
ントロール（ＡＣＣ）、レーンキープアシスト等の多くの情報を（ＡＤＡＳ機能が作動中
のときは常に）利用者へ提示する必要があり、計器用ディスプレイ（情報表示部）に車両
の外部情報を表示させるにあたって、外部情報表示用の表示エリアを十分に確保すること
ができないという問題があった。
　そこで、本発明は前述した改善点に着目し、情報表示部に車両の外部情報を表示させる
にあたって、自動運転機能が作動中の場合であっても外部情報表示用の表示エリアが十分
に確保され、ヒューマン・マシン・インターフェイスを向上させることが可能な車両用情
報提供装置の提供を目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、車両の各種状態を車両状態情報として表示する第１の情報表示部と、前記第
１の情報表示部の表示制御を行う制御手段とを有し、接続手段を介して外部機器と接続さ
れる車両用情報提供装置において、前記車両用情報提供装置は、前記外部機器から出力さ
れる車両の外部情報を取得可能であり、前記第１の情報表示部は、前記車両状態情報のう
ち所定情報を表示する第１の表示領域と、前記所定情報とは異なる前記車両状態情報の他
の情報と前記車両の外部情報とのうち少なくとも一方を表示する第２の表示領域とを有し
、前記制御手段は、前記他の情報と前記車両の外部情報とを前記第２の表示領域に同時に
表示するにあたって、前記他の情報が簡略化された簡略化情報として縮小表示されるよう
に前記第１の情報表示部の表示制御を行うことを特徴とする。
【０００８】
　また本発明は、車両の各種状態を車両状態情報として表示する第１、第２の情報表示部
と、前記第１、第２の情報表示部の表示制御を行う制御手段とを有し、接続手段を介して
外部機器と接続される車両用情報提供装置において、前記車両用情報提供装置は、前記外
部機器から出力される車両の外部情報を取得可能であり、前記第１の情報表示部は、前記
車両状態情報のうち所定情報を表示する第１の表示領域と、前記所定情報とは異なる前記
車両状態情報の他の情報と前記車両の外部情報とのうち少なくとも一方を表示する第２の
表示領域とを有し、前記制御手段は、前記他の情報と前記車両の外部情報とを同時に取得
している状況下において、前記他の情報が簡略化された簡略化情報として前記第２の情報
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表示部に表示されるように前記第１、第２の情報表示部の表示制御を行うことを特徴とす
る。
【０００９】
　また本発明は、前記他の情報には、前記車両の自動運転に関する自動運転関連情報が少
なくとも含まれることを特徴とする。
【００１０】
　また本発明は、前記制御手段は、前記自動運転の状態が所定の状態から前記所定の状態
とは異なる他の状態へと変化したことを検出すると、前記他の状態に対応する前記自動運
転関連情報が所定時間、前記第２の表示領域に拡大表示されるように前記第１の情報表示
部の表示制御を行うことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明は、情報表示部に車両の外部情報を表示させるにあたって、自動運転機能が作動
中の場合であっても外部情報表示用の表示エリアが十分に確保され、ヒューマン・マシン
・インターフェイスを向上させることが可能な車両用情報提供装置を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の第１実施形態による車両用情報提供装置と各種電装品との接続状態を示
すブロック図。
【図２】同実施形態による第１の車両搭載機器とコンバイナとを示す概略図。
【図３】図２のＡ－Ａ断面図（ハッチングは省略）。
【図４】同実施形態による第１の車両搭載機器のブロック図。
【図５】同実施形態による第２の車両搭載機器のブロック図。
【図６】同実施形態による第２の車両搭載機器の概略図。
【図７】同実施形態による外部機器のブロック図。
【図８】同実施形態による自動運転関連情報と車両の外部情報のオンオフ状態を示すタイ
ミングチャート。
【図９】同実施形態による時刻Ｓ１での表示ユニットに表示される表示レイアウトを示す
図。
【図１０】同実施形態による時刻Ｓ２での表示ユニットに表示される表示レイアウトを示
す図。
【図１１】同実施形態による時刻Ｓ３での表示ユニットに表示される表示レイアウトを示
す図。
【図１２】同実施形態による時刻Ｓ４での表示ユニットに表示される表示レイアウトを示
す図。
【図１３】同実施形態による時刻Ｓ５での表示ユニットに表示される表示レイアウトを示
す図。
【図１４】同実施形態による時刻Ｓ６での表示ユニットに表示される表示レイアウトを示
す図。
【図１５】本発明の第２実施形態による自動運転関連情報と車両の外部情報のオンオフ状
態を示すタイミングチャート。
【図１６】同第２実施形態による時刻Ｔ１での表示ユニット、コンバイナに表示される表
示レイアウトを示す図。
【図１７】同第２実施形態による時刻Ｔ２での表示ユニット、コンバイナに表示される表
示レイアウトを示す図。
【図１８】同第２実施形態による時刻Ｔ３での表示ユニット、コンバイナに表示される表
示レイアウトを示す図。
【図１９】同第２実施形態による時刻Ｔ４での表示ユニット、コンバイナに表示される表
示レイアウトを示す図。
【図２０】同第２実施形態による時刻Ｔ５での表示ユニット、コンバイナに表示される表
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示レイアウトを示す図。
【図２１】同第２実施形態による時刻Ｔ６での表示ユニット、コンバイナに表示される表
示レイアウトを示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、図１～図１４に基づいて、本発明の実施形態を説明する。
【００１４】
　図１は、本発明の一実施形態を示すブロック図であり、図１中、１００は車両を示して
いる。また１０１は車両用通信システムであり、この車両用通信システム１０１は、車両
用情報提供装置１０２と、携帯情報機器である外部機器（ここではスマートフォンとする
）１０３と、車両用情報提供装置１０２と外部機器１０３とを接続する接続手段１０４と
から構成され、この場合、車両用情報提供装置１０２は、第１の車両搭載機器１１０（こ
こでは車両用計器とする）と、第２の車両搭載機器１２０（ここではヘッドアップディス
プレイ装置とする）とを備えている。また、外部機器１０３は、通信手段１３０を介して
インターネットとの接続も可能である。
【００１５】
　また、接続手段１０４を介して外部機器１０３と接続される第１の車両搭載機器１１０
は、車内に構築される伝送媒体としての車内ＬＡＮ（多重通信ライン）１０５を介して、
走行制御手段１０６と、第２の車両搭載機器１２０とに接続される。
【００１６】
　図１中、周辺監視手段１０７は、自車両の周辺に存在する障害物を監視、検出する装置
である。具体的には、周辺監視手段１０７は、カメラ、レーザー、ミリ波等を利用して、
自車両の前方、後方、左側方、右側方の障害物の監視、検出を行うものである。各種アク
チュエータ１０８は、自車両の制動を制御するためのブレーキアクチュエータ、自車両の
操舵方向を制御するための操舵用電動アクチュエータ等で構成される。
【００１７】
　走行制御手段１０６は、後述する操作手段からのＡＤＡＳ機能の１つであるＡＣＣ（ア
ダプティブ・クルーズ・コントロール）機能のオン情報を入手（取得）すると、周辺監視
手段１０７と各種アクチュエータ１０８を用いて、自車両と当該自車両の前方を走行して
いる先行車との間の車間距離を維持しながら走行するための制御や自動ブレーキ制御等を
行う。また、詳細は後述するが、走行制御手段１０６は、自動運転（ここではＡＣＣとす
る）に関する情報を出力するものとする。なお、ＡＣＣは、ＳＩＰ（戦略的イノベーショ
ン創造プログラム）でレベル１に位置づけられる自動運転である。
【００１８】
　図２は、車両の運転席に着座する車両の利用者（運転者）側から、ユニット化された第
１の車両搭載機器１１０と、この第１の車両搭載機器１１０とは分離した状態でユニット
化された第２の車両搭載機器１２０（第２の車両搭載機器１２０に備えられる後述するコ
ンバイナ）とを見たときの概略図を示している。
【００１９】
　図３は、第１の車両搭載機器１１０の断面図を示しており、第１の車両搭載機器１１０
は、図３中、左方側に位置し、車両の走行速度をアナログ的に表示する速度計からなる指
針式表示部１４０と、図３中、右方側に位置する表示ユニット１５０と、第１の車両搭載
機器１１０の外装ケースを構成する計器用筐体１６０と、この計器用筐体１６０内に収容
される回路基板１７０とを有し、指針式表示部１４０と表示ユニット１５０とが並設され
た構成となっている。
【００２０】
　車両の走行速度（車両状態情報）を表示する指針式表示部１４０は、線状に延びる指針
１４１と、この指針１４１を作動させる計器ムーブメントからなる駆動装置１４２と、こ
の駆動装置１４２を導通装着してなる配線基板１４３と、指針１４１と配線基板１４３と
の間に位置し、指針１４１によって指示される目盛部等の計測値表示部１４４ａを有する
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表示板１４４とで主に構成され、表示板１４４の背後側に設けられる配線基板１４３上に
は、指針１４１に対応する第１の光源１４５と表示板１４４に対応する第２の光源１４６
とが搭載されている。
【００２１】
　そして、この場合、指針１４１は第１の光源１４５の点灯によりその照射光を受けて発
光可能な光透過材料により形成され、また表示板１４４の計測値表示部１４４ａ（図２参
照）は第２の光源１４６の点灯によりその照射光を受けて発光するよう光透過性材料によ
り形成されている。
【００２２】
　配線基板１４３は、例えばガラスエポキシ系基材に配線パターンとしての導電路が施さ
れた硬質回路基板からなり、駆動装置１４２と、各光源１４５、１４６と、駆動装置１４
２と各光源１４５、１４６と表示ユニット１５０に備えられる後述するディスプレイや第
３の光源の制御を行う第１の制御部（後述する）と、発音体１４７と、抵抗やコンデンサ
等の各種電子部品（図示せず）とが前記導電路に導通接続されている。
【００２３】
　また、配線基板１４３の前方側には、例えば白色系の合成樹脂材料にて形成されたケー
ス体１４８が設けられており、このケース体１４８には、各光源１４５、１４６を収納し
それらの光を指針１４１及び表示板１４４側に案内する照明室が複数形成されている。
【００２４】
　そして、指針１４１や表示板１４４の前方側には、これらを覆う透光性合成樹脂材料に
て形成された略平板状の第１の透視部１４９が設けられており、この第１の透視部１４９
は、計器用筐体１６０に備えられる後述する第１の前面側開口を塞ぐように前記第１の前
面側開口に配設されている。第１の車両搭載機器１１０を視認する車両の利用者は、第１
の透視部１４９を通じて指針１４１や表示板１４４を透視（視認）することができる。
【００２５】
　表示ユニット１５０は、各種情報を表示するＴＦＴ型液晶表示パネルからなる計器用表
示器としてのディスプレイ１５１と、このディスプレイ１５１の前方側を覆う略平板状の
第２の透視部１５２と、ディスプレイ１５１に照明光を供給する発光素子としての第３の
光源１５３とで構成されている。
【００２６】
　第２の透視部１５２は、透光性合成樹脂材料にて形成され、計器用筐体１６０に備えら
れる後述する第２の前面側開口を塞ぐように配設され、ディスプレイ１５１の配設位置を
除いた第２の透視部１５２の背面側周縁には例えば黒色印刷層からなる不透過部１５４が
印刷形成されている。
【００２７】
　なお、図３中、１５５は第２の透視部１５２の背面側周縁を保持する保持部であり、こ
の保持部１５５は、ケース体１４８に一体的に形成されている。また、図３中、１５６は
回路基板１７０を固定するために設けられたボス部からなり、このボス部１５６は、保持
部１５５と同様にケース体１４８に一体的に形成され、配線基板１４３を貫通して回路基
板１７０側に垂下形成されており、適宜固定手段を用いてボス部１５６に回路基板１７０
が取り付けられる。
【００２８】
　第１の車両搭載機器１１０を視認する車両の利用者は、第２の透視部１５２を通じてデ
ィスプレイ１５１に表示される各種情報を透視（視認）することができる。なお、必要に
応じて、ディスプレイ１５１と第２の透視部１５２と間に設けられる光学接着剤からなる
光硬化型の透明樹脂（図示せず）を通じて、ディスプレイ１５１と第２の透視部１５２と
が接合されるようにしてもよい。
【００２９】
　また、本例の場合、表示ユニット１５０（ディスプレイ１５１）は、少なくとも車両の
各種状態を車両状態情報として表示する計器用の表示媒体からなり、指針式表示部１４０
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ととともに車両のインストルメントパネル（図示せず）の内部に設置される。この表示ユ
ニット１５０は、特許請求の範囲に記載されている第１の情報表示部に相当する。
【００３０】
　計器用筐体１６０は、例えば黒色の合成樹脂材料にて形成され、指針式表示部１４０と
表示ユニット１５０と回路基板１７０とを収容するものであり、この場合、上側ハウジン
グ１６１と下側ハウジング１６２とに分割形成された構成となっている。
【００３１】
　両ハウジング１６１、１６２のうち車両の利用者側に位置する上側ハウジング１６１の
前方側には、指針１４１や表示板１４４に対応する箇所に第１の前面側開口１６３が開口
形成され、ディスプレイ１５１に対応する箇所に第２の前面側開口１６４が開口形成され
ている。そして、第１の前面側開口１６３には第１の透視部１４９が配設され、第２の前
面側開口１６４には第２の透視部１５２が配設される。なお、１６５は、発音体１４７か
ら発せられる音を第１の車両搭載機器１１０外部に放出するための放音孔である。
【００３２】
　回路基板１７０は、例えばガラスエポキシ系基材に所定の回路パターンが施された硬質
回路基板からなり、配線基板１４３と離間する（略平行状態をなす）ように配線基板１４
３の背後側に位置している。この回路基板１７０は、その外形形状が配線基板１４３の外
形形状よりも小さくなっており、配線基板１４３と配線部材（図示せず）を用いてコネク
タ接続されている。
【００３３】
　この回路基板１７０には、外部機器１０３との無線通信を行うための後述する通信部が
形成されている。この前記通信部は、回路基板１７０の背面（一方の面）に導電性材料を
用いて形成されたアンテナ用回路パターンからなり、前記回路パターンと導通接続されて
いる。
【００３４】
　図４は、車両搭載機器１１０のブロック図を示している。第１の車両搭載機器１１０は
、車両の各種状態に関する各情報（車両状態信号）の入出力を行う第１車両情報端子（第
１車両情報入力手段）２１０及び第１多重通信入出力端子（第１多重通信入出力手段）２
１１と、所定の操作手段２１３からの操作指示信号を入力可能な操作情報端子２１２と、
第１車両インターフェース（第１車両Ｉ／Ｆ）手段２０１と、第１の車両搭載機器１１０
の制御を行う例えばマイクロコンピュータからなる第１の制御部２０２と、第１の制御部
２０２の処理プログラムが格納されるフラッシュメモリやＥＥＰＲＯＭ等の不揮発性メモ
リからなる第１の記憶手段２０３と、車両の利用者へ各種情報（車両の各種状態）を視覚
的に報知するディスプレイ１５１と車両の利用者へ各種情報（車両の各種状態）を聴覚的
に報知するスピーカ等の発音体１４７とからなる報知手段２０４と、上述した光源１４５
、１４６、１５３と、第１の制御部２０２からの光源駆動信号に基づき光源１４５、１４
６、１５３の発光制御を行うための光源駆動回路（図示せず）と、駆動装置１４２と発音
体１４７とディスプレイ１５１との駆動制御を兼ねた第１の駆動手段２０８と、外部機器
１０３と接続するための接続手段１０４を構成する無線通信手段としての通信部（ここで
はＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）とする）２０９とを有している。
【００３５】
　ここで、発音体１４７は、車両が自動二輪車である場合に、当該自動二輪車に搭乗する
搭乗者（利用者）が装着するヘルメットに収められたヘルメットスピーカであってもよい
。なお、通信部２０９は、外部機器１０３に備えられる後述する他の通信部との間で無線
通信を行うものである。つまり、通信部２０９は、車両の外部情報を出力する外部機器１
０３と通信（接続）可能に構成されており、前記他の通信部との間でデータのやりとりが
可能となる。
【００３６】
　また、操作手段２１３は、第１の車両搭載機器１１０の各種操作を行うための操作入力
部からなり、例えば利用者の手が届くように車内の適宜箇所に設置されたカーソルボタン
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や決定ボタン等を含む略十字キー型の操作入力部を適用でき、車両の利用者が操作手段２
１３を操作することにより操作手段２１３から出力される外部機器１０３側への操作指示
信号（遠隔操作指示信号）は、操作情報端子２１２並びに第１車両インターフェース手段
２０１を通じて第１の制御部２０２へと入力され、さらに接続手段１０４を介して外部機
器１０３側へと至る。なお、操作手段２１３は、上述した十字キー型の操作入力部に代え
てタッチパネル型の操作入力部を適用することも可能である。
【００３７】
　第２の車両搭載機器１２０は、図５に示すように車両の各種状態に関する各情報（車両
状態信号）の入出力を行う第２車両情報端子（第２車両情報入力手段）３１１及び第２多
重通信入出力端子（第２多重通信入出力手段）３１２と、第２車両インターフェース（第
２車両Ｉ／Ｆ）手段３０１と、第２の車両搭載機器１２０の制御を行う例えばマイクロコ
ンピュータからなる第２の制御部３０２と、第２の制御部３０２の処理プログラムが格納
されるフラッシュメモリやＥＥＰＲＯＭ等の不揮発性メモリからなる第２の記憶手段３０
３と、液晶表示パネル３０４と当該液晶表示パネル３０４に照明光を供給する第４の光源
３０５とから主に構成され、後述する表示光を発する液晶表示器３０６と、液晶表示パネ
ル３０４の駆動制御を行う第２の駆動手段３０７と、第２の制御部３０２からの他の光源
駆動信号に基づき第４の光源３０５の発光制御を行うための他の光源駆動回路（図示せず
）と、第２の車両搭載機器１２０の外装ケースを構成する筐体３０８（図６参照）とを有
している。なお、この場合、筐体３０８は、上側筐体Ｈ１と下側筐体Ｈ２とで構成されて
いる。
【００３８】
　そして、第２の制御部３０２による第４の光源３０５の点灯制御に伴い、液晶表示パネ
ル３０４から発せられる表示光Ｌが、上側筐体Ｈ１に設けられた透光部Ｈ３を通じて透明
な板状部材（反射板）からなるコンバイナ３０９に投影されることで、利用者（図６中、
符号Ｅ参照）は、コンバイナ３０９越しに風景と重畳した状態の表示像（例えば後述する
車速表示部を表す虚像）を視認することができる。
【００３９】
　なお、上述した第２の車両搭載機器１２０は、その筐体３０８が前記インストルメント
パネルの内部に埋設（配設）され、前記インストルメントパネルの上側に飛び出している
コンバイナ３０９は、少なくとも車両の各種状態を車両状態情報（前記表示像）として虚
像表示（表示）する表示媒体からなる。
【００４０】
　ここで、本例の場合、液晶表示器３０６とコンバイナ３０９とで第２の情報表示部３１
０が構成されているものとし、第１の車両搭載機器１１０とコンバイナ３０９との位置関
係については、両者は、上下に並設された位置関係となり、本例では第１の車両搭載機器
１１０の上側（真上）にコンバイナ３０９が位置する構成となっている。
【００４１】
　また、本例の場合、第１の制御部２０２と第２の制御部３０２とで制御手段Ｍが構成さ
れているものとし、当該制御手段Ｍは、指針式表示部１４０や第１の情報表示部である表
示ユニット１５０、並びに第２の情報表示部３１０（液晶表示器３０６）の表示制御を行
うものである。さらに、上述した第１、第２車両情報端子２１０、３１１は、特許請求の
範囲に記載されている車両情報入力手段に相当し、第１、第２多重通信入出力端子２１１
、３１２は、特許請求の範囲に記載されている多重通信入出力手段に相当する。
【００４２】
　外部機器１０３は、図７に示すように第１の車両搭載機器１１０と接続するための接続
手段１０４を構成する無線通信手段としての他の通信部（ここではＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（
登録商標）とする）４１０と、各種センサ（ここではＧＰＳモジュールとする）４１１と
、インターフェース（Ｉ／Ｆ）手段４０１と、外部機器１０３の制御を行う例えばマイク
ロコンピュータからなる第３の制御部４０２と、第３の制御部４０２の処理プログラムが
格納されるフラッシュメモリやＥＥＰＲＯＭ等の不揮発性メモリからなる第３の記憶手段
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４０３と、車両の利用者へ各種情報（車両の各種状態）を視覚的に報知するタッチパネル
付ディスプレイ等の表示部４０４と車両の利用者へ各種情報（車両の各種状態）を聴覚的
に報知するスピーカ等の他の発音体４０５とからなる他の報知手段４０６と、表示部４０
４と他の発音体４０５の駆動制御を兼ねた第３の駆動手段４０７と、インターネットと接
続するための通信手段１３０を構成する通信モジュール４０８とを有している。
【００４３】
　ここで、ナビゲーション動作を行うことを想定した場合、第３の記憶手段４０３には、
地図を表示するための地図情報や道路に設置された道路標識情報が格納されているものと
する。また、第３の制御部４０２は、例えばナビゲーション動作を実行する場合、ＧＰＳ
モジュール４１１から取得した現在位置情報に基づいて、第３の記憶手段４０３を参照し
て必要な道路標識情報を取得するものとする。
【００４４】
　なお、本実施形態では、第１の車両搭載機器１１０と外部機器１０３の接続手段１０４
に、通信部２０９と他の通信部４１０とでなる無線通信手段を適用したが、これに限定さ
れるものではなく、ＵＳＢ（ユニバーサル・シリアル・バス）等の有線接続手段からなる
接続手段１０４を用いて第１の車両搭載機器１１０と外部機器１０３とを接続することも
可能である。
【００４５】
　次に、図８～図１４を用いて、表示ユニット１５０のディスプレイ１５１に車両状態情
報や車両の外部情報を表示させる際の制御手段Ｍの処理動作について説明する。なお、こ
こでは、制御手段Ｍによる制御のもと、ディスプレイ１５１のみに車両状態情報や車両の
外部情報が表示され、コンバイナ３０９は常時、非表示状態となっているものとする。
【００４６】
　まず、制御手段Ｍは、図８に示す時刻Ｓ１において、第１多重通信入出力手段２１１（
あるいは第１車両情報端子２１０）、並びに第２多重通信入出力手段３１２（あるいは第
２車両情報端子３１１）を介して車両状態信号として走行制御手段１０６からの自動運転
関連情報（ここではＡＣＣがオフ状態であることを示すＡＣＣオフ信号とする）を受信（
取得）する。また、この際、制御手段Ｍ（第１の制御部２０２）は、通信部２０９と他の
通信部４１０との間で無線通信が確立されていると判断し、且つ、第３の制御部４０２か
ら他の通信部４１０、通信部２０９経由で送られたきた車両の外部情報は皆無であると判
断する処理を実行する。
【００４７】
　すると、制御手段Ｍによる制御のもと、ディスプレイ１５１には図９に示すような第１
の表示モードＭ１に対応する車両状態情報が表示される。
【００４８】
　ここで、自動運転関連情報や車両の外部情報が一切表示されず、車両状態情報のみをデ
ィスプレイ１５１に表示する第１の表示モードＭ１において、制御手段Ｍによる制御のも
と、ディスプレイ１５１には、車両状態情報として、車両の走行速度を表示する車速表示
部５００、シフトポジションを表示するシフトポジション表示部５１０、燃料の残量を表
示する燃料残量表示部５２０、車両の進行方向を示す方向指示表示部５３０、車両の平均
燃費を表示する燃費表示部５４０、車両外部の気温を表示する外気温表示部５５０が表示
される。
【００４９】
　また、この第１の表示モードＭ１において、ディスプレイ１５１（表示ユニット１５０
）は、区分けされた第１の表示領域Ｒ１と第２の表示領域Ｒ２とを有する。第１の表示領
域Ｒ１は、ディスプレイ１５１の上側に位置し、車両状態情報のうち所定情報Ｄ１である
上述した車速表示部５００、シフトポジション表示部５１０、燃料残量表示部５２０、方
向指示表示部５３０を表示するものである。
【００５０】
　車速表示部５００は第１の表示領域Ｒ１の中央に表示され、シフトポジション表示部５
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１０は車速表示部５００と隣接するように車速表示部５００の左側に位置し、燃料残量表
示部５２０は車速表示部５００と隣接するように車速表示部５００の右側に位置し、方向
指示表示部５３０はシフトポジション表示部５１０と燃料残量表示部５２０とを挟むよう
に第１の表示領域Ｒ１の両端側に位置している。
【００５１】
　また、ここでの車速表示部５００とシフトポジション表示部５１０と燃料残量表示部５
２０と方向指示表示部５３０とを少なくとも含む所定情報Ｄ１は、優先度が高く、車両の
利用者が視認する頻度が多い車両状態情報となっており、第１の表示モードＭ１において
は、所定情報Ｄ１を第１の表示領域Ｒ１へと表示させる表示レイアウトとしている。
【００５２】
　一方、第２の表示領域Ｒ２は、ディスプレイ１５１の下側に位置し、所定情報Ｄ１とは
異なる車両状態情報の他の情報Ｄ２に含まれる上述した燃費表示部５４０、外気温表示部
５５０を表示するものである。燃費表示部５４０並びに外気温表示部５５０は、第２の表
示領域Ｒ２に上下に並設された状態で表示される。
【００５３】
　また、ここでの他の情報Ｄ２は、車両の利用者が視認する頻度が少ない車両状態情報と
なっており、第１の表示モードＭ１においては、他の情報Ｄ２を第２の表示領域Ｒ２へと
表示させる表示レイアウトとしている。
【００５４】
　次に、制御手段Ｍは、図８に示す時刻Ｓ２において、第１多重通信入出力手段２１１（
あるいは第１車両情報端子２１０）、並びに第２多重通信入出力手段３１２（あるいは第
２車両情報端子３１１）を介して車両状態信号として前記ＡＣＣオフ信号を引き続き受信
する。
【００５５】
　また、この際、制御手段Ｍ（第１の制御部２０２）は、前記無線通信が確立されている
と判断し、且つ、第３の制御部４０２から他の通信部４１０、通信部２０９経由で送られ
たきた車両の外部情報（ナビゲーション情報）を受信（取得）する。つまり、このことは
第１の車両搭載機器１１０（車両用情報提供装置１０２）は、外部機器１０３から出力さ
れる車両の外部情報を取得可能であることを意味している。
【００５６】
　すると、制御手段Ｍ（第１の制御部２０２）は、上述の車両状態信号やナビゲーション
情報に基づいて、図１０に示すような第２の表示モードＭ２に対応する表示情報がディス
プレイ１５１（表示ユニット１５０）に表示されるようにディスプレイ１５１（表示ユニ
ット１５０）を表示動作させる制御を行う。
【００５７】
　従って、この第２の表示モードＭ２に対応する表示情報には、図１０に示すように車速
表示部５００とシフトポジション表示５１０と燃料残量表示５２０と方向指示表示部５３
０と車両の外部情報（つまり外部機器情報）であるナビゲーション表示部５６０とが含ま
れている。なお、車両の外部情報は、ナビゲーション表示部５６０以外に、メールの着信
情報や電話の着信情報、音楽情報等であってもよい。
【００５８】
　そして、これらのうち車速表示部５００とシフトポジション表示部５１０と燃料残量表
示部５２０と方向指示表示部５３０とでなる所定情報Ｄ１は、第１の表示モードＭ１の場
合と同様に、第１の表示領域Ｒ１（同じ位置）に表示される。また、第２の表示モードＭ
２において、車速表示部５００とシフトポジション表示部５１０と燃料残量表示部５２０
と方向指示表示部５３０とでなる所定情報Ｄ１以外の情報となるナビゲーション表示部５
６０は、第２の表示領域Ｒ２に表示される。
【００５９】
　つまり、この第２の表示モードＭ２においては、第１の表示モードＭ１のときに第２の
表示領域Ｒ２に表示されていた燃費表示部３４０及び外気温表示部３５０が非表示状態と
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なり、燃費表示部３４０及び外気温表示部３５０に代えてターンバイターン表示からなる
ナビゲーション表示部５６０が表示される。このターンバイターン表示は、矢印表示５６
１と、交差点名表示５６２と、交差点までの残距離表示５６３とを含むものである。
【００６０】
　なお、車両の外部情報としてターンバイターン表示を行うとき、第３の制御部４０２は
、接続手段１０４（他の通信部４１０、通信部２０９）を介して第１の車両搭載機器１１
０側に画像情報を出力する代わりにコマンドを出力してもよい。例えば、予め第１の記憶
手段２０３に複数種類のターンバイターン表示情報を格納しておき、制御手段Ｍ（第１の
制御部２０２）は、前記コマンドに対応するターンバイターン表示情報を第１の記憶手段
２０３から読み出してディスプレイ１５１へ表示することで対応可能である。
【００６１】
　これにより、接続手段１０４（通信部２０９、他の通信部４１０）を介して外部機器１
０３から第１の車両搭載機器１１０側へと出力する情報量を削減することが可能である。
また、ナビゲーション表示部５６０は、ターンバイターン表示に代えて地図表示を適用し
てもよい。このときは、第３の制御部４０２は、接続手段１０４（他の通信部４１０、通
信部２０９）を介して画像情報を出力するものとする。
【００６２】
　次に、制御手段Ｍは、図８に示す時刻Ｓ３において、第１多重通信入出力手段２１１（
あるいは第１車両情報端子２１０）、並びに第２多重通信入出力手段３１２（あるいは第
２車両情報端子３１１）を介して車両状態信号として走行制御手段１０６からの自動運転
関連情報（ここではＡＣＣがオン状態であることを示すＡＣＣオン信号とする）を受信（
取得）する。また、この際、制御手段Ｍ（第１の制御部２０２）は、第３の制御部４０２
から他の通信部４１０、通信部２０９経由で送られたきた車両の外部情報（ナビゲーショ
ン情報）を継続して受信（取得）している。
【００６３】
　すると、制御手段Ｍ（第１の制御部２０２）は、上述の車両状態信号やナビゲーション
情報に基づいて、図１１に示すような第３の表示モードＭ３に対応する表示情報がディス
プレイ１５１（表示ユニット１５０）に表示されるようにディスプレイ１５１（表示ユニ
ット１５０）を表示動作させる制御を行う。
【００６４】
　つまり、この際、制御手段Ｍは、自動運転の状態が自動運転オフ状態から自動運転オン
状態へと変化したことを検出すると、当該自動運転オン状態に対応する自動運転関連情報
（つまり作動状態情報５７０）が後述する所定時間Ｘ１の間、第２の表示領域Ｒ２に表示
（拡大表示）されるように表示ユニット１５０の表示制御を行うものである。ここで、前
記自動運転オン状態は、特許請求の範囲に記載されている所定の状態に相当し、前記自動
運転オフ状態は、特許請求の範囲に記載されている（前記所定の状態とは異なる）他の状
態に相当する。
【００６５】
　なお、この第３の表示モードＭ３（後述する第４～第６の表示モードＭ４～Ｍ６も同様
）において、第１の表示領域Ｒ１に表示される情報は、第１、第２の表示モードＭ１、Ｍ
２の場合と同一であるため、以下では第２の表示領域Ｒ２に表示される表示情報のみにつ
いて説明する。
【００６６】
　つまり、この第３の表示モードＭ３においては、第２の表示モードＭ２のときに第２の
表示領域Ｒ２に表示されていたナビゲーション表示部５６０が非表示状態となり、所定時
間Ｘ１の間、ナビゲーション表示部５６０に代えて自動運転関連情報である（換言すれば
自動運転オン状態に対応する）作動状態情報５７０が表示される。
【００６７】
　そして、制御手段Ｍ（第１の制御部２０２）による制御のもと、第３の表示モードＭ３
での第２の表示領域Ｒ２に表示される作動状態情報５７０としては、図１１に示すように
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ＡＣＣが作動中であることを示したＡＣＣ作動中表示５７１と、自車両を模式的に示す自
車両マーク５７２と、ＡＣＣの設定車速を示すＡＣＣ車速設定表示５７３と、自車両の前
方を走行している先行車を模式的に示す先行車マーク５７４と、自車両が先行車の後方を
追従して走行していることを模式的に示す矢印表示５７５とを少なくとも含むように構成
されている。なお、本例の場合、他の情報Ｄ２には、車両の自動運転に関する自動運転関
連情報に相当する作動状態情報５７０が含まれる。
【００６８】
　次に、制御手段Ｍは、図８に示す時刻Ｓ３から所定時間Ｘ１が経過した後の時刻Ｓ４に
おいて、第１多重通信入出力手段２１１（あるいは第１車両情報端子２１０）、並びに第
２多重通信入出力手段３１２（あるいは第２車両情報端子３１１）を介して、車両状態信
号（前記ＡＣＣオン信号）を継続して受信している。また、この際、制御手段Ｍ（第１の
制御部２０２）は、第３の制御部４０２から他の通信部４１０、通信部２０９経由で送ら
れたきた車両の外部情報（ナビゲーション情報）を継続して受信（取得）している。
【００６９】
　すると、制御手段Ｍ（第１の制御部２０２）は、上述の前記ＡＣＣオン信号やナビゲー
ション情報に基づいて図１２に示すような第４の表示モードＭ４に対応する表示情報がデ
ィスプレイ１５１（表示ユニット１５０）に表示されるようにディスプレイ１５１（表示
ユニット１５０）を表示動作させる制御を行う。
【００７０】
　具体的には、この際、制御手段Ｍは、時刻Ｓ３から所定時間Ｘ１が経過したと判断した
場合、上述の前記ＡＣＣオン信号やナビゲーション情報に基づいて、車両の自動運転機能
（ＡＣＣ）が作動状態であることを示す簡易作動状態情報５８０と、ナビゲーション表示
部５６０とがディスプレイ１５１の第２の表示領域Ｒ２に表示されるようにディスプレイ
１５１の表示制御を行う。
【００７１】
　すると、それまで第２の表示領域Ｒ２のほぼ全体に表示されていた作動状態情報５７０
は、簡略化された簡易作動状態情報５８０として、第２の表示領域Ｒ２の一部分（例えば
図１２中、第２の表示領域Ｒ２の左上部分）に表示（縮小表示）され、また簡易作動状態
情報５８０の表示エリアを除いた第２の表示領域Ｒ２の空きスペースには、第２の表示モ
ードＭ２のときに表示されていたナビゲーション表示部５６０が表示（拡大表示）される
。
【００７２】
　ここで、簡易作動状態情報５８０は、ＡＣＣが作動状態であることを文字にて簡略表示
した第１文字表示部５８１と、自車両が先行車の後方を追従して走行していることを文字
にて簡略表示した第２文字表示部５８２とを含むものである。ＡＣＣという文字にて表示
された第１文字表示部５８１と、追従走行という文字にて表示された第２文字表示部５８
２とは、上下に並設した状態で表示される。
【００７３】
　この簡易作動状態情報５８０は、車両の自動運転機能（ＡＣＣ）が作動状態であること
を比較的詳しく表示した作動状態情報５７０を簡略化したものであればあらゆる表示内容
を適用することができる。なお、簡易作動状態情報５８０は、特許請求の範囲に記載され
ている簡略化情報に相当する。
【００７４】
　つまり、本例の場合、第２の表示領域Ｒ２は、他の情報Ｄ２（ここでの他の情報Ｄ２と
は前記作動状態情報に相当する）とナビゲーション表示部５６０とのうち少なくとも一方
を表示するものであり、さらに制御手段Ｍは、所定時間Ｘ１の経過後に、他の情報Ｄ２（
ここでの他の情報Ｄ２とは前記作動状態情報に相当する）とナビゲーション表示部５６０
とを第２の表示領域Ｒ２に同時に表示するにあたって、当該他の情報（つまり前記作動状
態情報）が簡略化された簡易作動状態情報５８０として第２の表示領域Ｒ２に縮小表示さ
れるように表示ユニット１５０の表示制御を行うものである。
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【００７５】
　次に、制御手段Ｍは、図８に示す時刻Ｓ５において、第１多重通信入出力手段２１１（
あるいは第１車両情報端子２１０）、並びに第２多重通信入出力手段３１２（あるいは第
２車両情報端子３１１）を介して、車両状態信号として自動運転関連情報（以下、他の自
動運転関連情報とも言う）を受信する。
【００７６】
　なお、ここでは、ＡＣＣの作動中に、自車両の前方を走行している先行車が車線変更を
行ったことで先行車を検出できなくなり、自車両が先行車の後方を追従して走行する追従
走行状態から自車両が予め定めたれた車速で走行する定速走行状態へと変化したことを想
定しており、上述の他の自動運転関連情報とは、定速走行状態にて自車両を走行させるに
あたって、第２の表示領域Ｒ２に表示される自動運転関連情報（つまり後述する他の作動
状態情報５９０）を意味している。また、この際、制御手段Ｍ（第１の制御部２０２）は
、第３の制御部４０２から他の通信部４１０、通信部２０９経由で送られたきた車両の外
部情報（ナビゲーション情報）を継続して受信（取得）している。
【００７７】
　すると、制御手段Ｍ（第１の制御部２０２）は、上述の他の自動運転関連情報やナビゲ
ーション情報に基づいて、図１３に示すような第５の表示モードＭ５に対応する表示情報
がディスプレイ１５１（表示ユニット１５０）に表示されるようにディスプレイ１５１（
表示ユニット１５０）を表示動作させる制御を行う。
【００７８】
　つまり、この際、制御手段Ｍは、自動運転の状態が追従走行状態から定速走行状態へと
変化したことを検出すると、当該定速走行状態に対応する自動運転関連情報（つまり他の
作動状態情報５９０）が後述する所定時間Ｘ２の間、第２の表示領域Ｒ２に表示（拡大表
示）されるように表示ユニット１５０の表示制御を行うものである。ここで、前記追従走
行状態は、特許請求の範囲に記載されている所定の状態に相当し、前記定速走行状態は、
特許請求の範囲に記載されている（前記所定の状態とは異なる）他の状態に相当する。
【００７９】
　つまり、この第５の表示モードＭ５においては、制御手段Ｍ（第１の制御部２０２）は
、それまでディスプレイ１５１に表示されていたナビゲーション表示部５６０、簡易作動
状態情報５８０に代えて、車両の自動運転機能（つまりＡＣＣ）が作動状態であることを
示す作動状態情報５９０（以下、他の作動状態情報５９０とも言う）がディスプレイ１５
１（表示ユニット１５０）の第２の表示領域Ｒ２に表示されるようにディスプレイ１５１
（表示ユニット１５０）の表示制御を行う。具体的には、所定時間Ｘ２の間、ナビゲーシ
ョン表示部５６０が非表示となり、且つ、それまで第２の表示領域Ｒ２の一部に表示され
ていた簡易作動状態情報５８０が他の作動状態情報５９０として前記空きスペースに拡大
表示される。
【００８０】
　そして、制御手段Ｍ（第１の制御部２０２）による制御のもと、第５の表示モードＭ５
における第２の表示領域Ｒ２（ディスプレイ１５１）に表示される他の作動状態情報５９
０としては、図１３に示すようにＡＣＣが作動中であることを示したＡＣＣ作動中表示５
９１と、自車両を模式的に示す自車両マーク５９２と、ＡＣＣの設定車速を示すＡＣＣ車
速設定表示５９３と、自車両の前方を走行している先行車を模式的に示す先行車マーク５
９４と、前記追従走行状態であることを模式的に示す矢印表示５９５とを少なくとも含む
ように構成されている。なお、ここでは定速走行中（定速走行状態）であるため、先行車
マーク５９４と矢印表示５９５は点線で表示される。また、本例の場合、他の情報Ｄ２に
は、車両の自動運転に関する自動運転関連情報に相当する他の作動状態情報５９０が含ま
れる。
【００８１】
　次に、制御手段Ｍは、図８に示す時刻Ｓ５から所定時間Ｘ２が経過した後の時刻Ｓ６に
おいて、第１多重通信入出力手段２１１（あるいは第１車両情報端子２１０）、並びに第
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２多重通信入出力手段３１２（あるいは第２車両情報端子３１１）を介して、車両状態信
号（前記他の自動運転関連情報）を継続して受信している。また、この際、制御手段Ｍ（
第１の制御部２０２）は、第３の制御部４０２から他の通信部４１０、通信部２０９経由
で送られたきた車両の外部情報（ナビゲーション情報）を継続して受信（取得）している
。
【００８２】
　すると、制御手段Ｍ（第１の制御部２０２）は、上述の前記ＡＣＣオン信号やナビゲー
ション情報に基づいて図１４に示すような第６の表示モードＭ６に対応する表示情報がデ
ィスプレイ１５１（表示ユニット１５０）に表示されるようにディスプレイ１５１（表示
ユニット１５０）を表示動作させる制御を行う。
【００８３】
　ここで、制御手段Ｍは、時刻Ｓ５から所定時間Ｘ２が経過したと判断した場合、上述の
前記ＡＣＣオン信号やナビゲーション情報に基づいて、車両の自動運転機能（ＡＣＣ）が
作動状態であることを示す簡易作動状態情報６００（以下、他の簡易作動状態情報６００
とも言う）と、ナビゲーション表示部５６０とがディスプレイ１５１（表示ユニット１５
０）の第２の表示領域Ｒ２に表示されるようにディスプレイ１５１（表示ユニット１５０
）の表示制御を行う。
【００８４】
　すると、それまで第２の表示領域Ｒ２のほぼ全体に表示されていた他の作動状態情報５
９０は、簡略化された他の簡易作動状態情報６００として、第２の表示領域Ｒ２の一部分
（例えば図１４中、第２の表示領域Ｒ２の左上部分）に表示（縮小表示）され、また他の
簡易作動状態情報６００の表示エリアを除いた第２の表示領域Ｒ２の空きスペースには、
第４の表示モードＭ４のときに表示されていたナビゲーション表示部５６０が表示される
。
【００８５】
　他の簡易作動状態情報６００は、ＡＣＣが作動状態であることを文字にて簡略表示した
第１文字表示部５８１と、前記定速走行状態であることを文字にて簡略表示した第３文字
表示部６０１とを含むものである。ＡＣＣという文字にて表示された第１文字表示部５８
１と、定速走行という文字にて表示された第３文字表示部６０１とは、上下に並設した状
態で表示される。
【００８６】
　この他の簡易作動状態情報６００は、車両の自動運転機能（ＡＣＣ）が作動状態である
ことを比較的詳しく表示した作動状態情報５９０を簡略化したものであればあらゆる表示
内容を適用することができる。なお、他の簡易作動状態情報６００は、特許請求の範囲に
記載されている簡略化情報に相当する。
【００８７】
　以上のように本実施形態では、制御手段Ｍは、他の情報Ｄ２（ここでの他の情報Ｄ２と
は作動状態情報５７０（５９０）に相当する）とナビゲーション表示部５６０とを第２の
表示領域Ｒ２に同時に表示するにあたって、他の情報Ｄ２（当該作動状態情報５７０（５
９０））が簡略化された簡易作動状態情報５８０（６００）として縮小表示されるように
表示ユニット１５０の表示制御を行うものである。これにより前記空きスペースにナビゲ
ーション表示部５６０を表示することが可能となり、自動運転機能が作動中の場合であっ
てもナビゲーション情報表示用（つまり外部情報表示用）の表示エリアが十分に確保され
（利用者が必要なときに視認でき）、ヒューマン・マシン・インターフェイスを向上させ
ることが可能な車両用情報提供装置を提供することができる。
【００８８】
　また本実施形態では、制御手段Ｍは、自動運転の状態が、前記所定の状態から前記所定
の状態とは異なる前記他の状態へと変化したこと（つまり自動運転オフ状態から自動運転
オン状態へと変化したこと、あるいは追従走行状態から定速走行状態へと変化したこと）
を検出すると、前記他の状態に対応する自動運転関連情報（つまり作動状態情報５７０、
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あるいは他の作動状態情報５９０）が所定時間（つまり所定時間Ｘ１、あるいは所定時間
Ｘ２）の間、第２の表示領域Ｒ２に拡大表示されるように表示ユニット１５０の表示制御
を行うものである。これにより車両がＡＤＡＳ機能（自動運転機能）を用いて走行中に、
当該機能の状態変化を利用者へ分かり易く提供することが可能となり、ヒューマン・マシ
ン・インターフェイスを向上させることが可能な車両用情報提供装置を提供することがで
きる。
【００８９】
（第２実施形態）次に、本発明の第２実施形態を図１５～図２１に基づいて説明するが、
前述の第１実施形態と同一もしくは相当個所には同一の符号を用いてその詳細な説明は省
略する。ここでは、制御手段Ｍによる制御のもと、ディスプレイ１５１とコンバイナ３０
９とを併用して車両状態情報や車両の外部情報を表示する構成となっている。
【００９０】
　まず、制御手段Ｍは、図１５に示す時刻Ｔ１において、第１多重通信入出力手段２１１
（あるいは第１車両情報端子２１０）、並びに第２多重通信入出力手段３１２（あるいは
第２車両情報端子３１１）を介して前記ＡＣＣオフ信号を受信する。また、この際、制御
手段Ｍは、前記無線通信が確立されていると判断し、且つ、第３の制御部４０２から他の
通信部４１０、通信部２０９経由で送られたきた車両の外部情報は皆無であると判断する
処理を実行する。
【００９１】
　そして、制御手段Ｍによる制御のもと、ディスプレイ１５１とコンバイナ３０９とに図
１６に示すような第１の表示モードＮ１に対応する車両状態情報が表示される。
【００９２】
　ここで、自動運転関連情報や車両の外部情報は一切表示されずに、車両状態情報のみを
ディスプレイ１５１とコンバイナ３０９に表示する第１の表示モードＮ１において、制御
手段Ｍによる制御のもと、ディスプレイ１５１には、車両状態情報として、車両のエンジ
ン回転数を表示する回転数表示部７００、シフトポジション表示部５１０、燃料残量表示
部５２０、方向指示表示部５３０、燃費表示部５４０、外気温表示部５５０が表示される
。この場合、第１の表示領域Ｒ１の中央に表示される回転数表示部７００とシフトポジシ
ョン表示部５１０と燃料残量表示部５２０と方向指示表示部５３０とで所定情報Ｄ１が構
成され、当該所定情報Ｄ１は、優先度が高く、車両の利用者が視認する頻度が多い車両状
態情報となっている。
【００９３】
　また、このとき、制御手段Ｍによる制御のもと、第２の駆動手段３０７を介して液晶表
示器３０６が駆動し、液晶表示パネル３０４からは車速用表示光と道路標識用表示光（制
限速度用表示光）とからなる表示光Ｌが発せられ、コンバイナ３０９には、図１６に示す
ように車速表示部７１０に加えて、車速表示部７１０の表示位置の周囲（近傍）に道路に
設置された道路標識情報である制限速度表示部７２０が表示（虚像表示）される。例えば
図１６では、コンバイナ３０９の右側に制限速度表示部７２０が表示される。なお、この
第２実施形態の場合、所定情報Ｄ１には、車速表示部７１０も含まれるものとする。
【００９４】
　そして、コンバイナ３０９に表示される（所定情報Ｄ１の１つに含まれる）車速表示部
７１０は、車両の利用者が視認する頻度が最も多い車両状態情報に分類されており、第１
の表示モードＮ１においては、車両運転時に、利用者が視線をあまり動かさなくてもよい
表示位置（利用者が瞬時に把握できる表示位置）であるコンバイナ３０９の略中央へと表
示させる表示レイアウトとしている。
【００９５】
　次に、制御手段Ｍは、図１５に示す時刻Ｔ２において、第１多重通信入出力手段２１１
（あるいは第１車両情報端子２１０）、並びに第２多重通信入出力手段３１２（あるいは
第２車両情報端子３１１）を介して前記ＡＣＣオフ信号を引き続き受信する。また、この
際、制御手段Ｍは、第３の制御部４０２から他の通信部４１０、通信部２０９経由で送ら
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れたきた車両の外部情報（ナビゲーション情報）を受信（取得）する。
【００９６】
　すると、制御手段Ｍは、上述の前記ＡＣＣオフ信号やナビゲーション情報に基づいて、
図１７に示すような第２の表示モードＮ２に対応する表示情報がディスプレイ１５１、コ
ンバイナ３０９に表示されるようにディスプレイ１５１、液晶表示器３０６（第２の情報
表示部３１０）を表示動作させる制御を行う。
【００９７】
　なお、第２の表示モードＮ２（後述する第３～第６の表示モードＮ３～Ｎ６も同様）に
おいて、第１の表示領域Ｒ１に表示される情報は、第１の表示モードＮ１の場合と同一で
あるため、以下では第２の表示領域Ｒ２とコンバイナ３０９に表示される表示情報のみに
ついて説明する。
【００９８】
　ここで、制御手段Ｍは、ナビゲーション情報に基づいて、ナビゲーション表示部５６０
がディスプレイ１５１の第２の表示領域Ｒ２に表示されるようにディスプレイ１５１の表
示制御を行う。つまり、この第２の表示モードＮ２においては、第１の表示モードＮ１の
ときに第２の表示領域Ｒ２に表示されていた燃費表示部３４０及び外気温表示部３５０が
非表示状態となり、燃費表示部３４０及び外気温表示部３５０に代えて前記第１実施形態
にて採用したナビゲーション表示部５６０が表示される。また、このとき、制御手段Ｍに
よる制御のもと、コンバイナ３０９には第１の表示モードＮ１の場合と同様にして車速表
示部７１０と制限速度表示部７２０とが虚像表示される。
【００９９】
　次に、制御手段Ｍは、図１５に示す時刻Ｔ３において、第１多重通信入出力手段２１１
（あるいは第１車両情報端子２１０）、並びに第２多重通信入出力手段３１２（あるいは
第２車両情報端子３１１）を介して、前記第１実施形態にて採用した自動運転オン状態に
対応する自動運転関連情報（つまり前記ＡＣＣオン信号）を受信（取得）する。また、こ
の際、制御手段Ｍは、第３の制御部４０２から他の通信部４１０、通信部２０９経由で送
られたきた車両の外部情報（ナビゲーション情報）を継続して受信している。
【０１００】
　すると、制御手段Ｍは、上述の前記ＡＣＣオン信号やナビゲーション情報に基づいて、
図１８に示すような第３の表示モードＮ３に対応する表示情報がディスプレイ１５１、コ
ンバイナ３０９に表示されるようにディスプレイ１５１、液晶表示器３０６を表示動作さ
せる制御を行う。
【０１０１】
　制御手段Ｍは、前記ＡＣＣオン信号を受信すると、前記ＡＣＣオン信号に基づいて、前
記第１実施形態にて採用した作動状態情報５７０が第２の表示領域Ｒ２に表示されるよう
にディスプレイ１５１の表示制御を行う。つまり、この第３の表示モードＮ３においては
、第２の表示モードＮ２のときに第２の表示領域Ｒ２に表示されていたナビゲーション表
示部５６０が非表示状態となり、後述する所定時間Ｙ１の間、ナビゲーション表示部５６
０に代えて作動状態情報５７０が表示（拡大表示）される。
【０１０２】
　また、このとき、制御手段Ｍによる制御のもと、第２の駆動手段３０７を介して液晶表
示器３０６が駆動し、液晶表示パネル３０４からは車速用表示光と第１文字表示光とから
なる表示光Ｌが発せられ、コンバイナ３０９には、図１８に示すように車速表示部７１０
に加えて、車速表示部７１０の表示位置の周囲（近傍）に車両の自動運転制御（ＡＣＣ）
が作動状態であることを示す簡易作動状態情報７３０が虚像表示される。例えば図１８で
は、コンバイナ３０９の右側に前記簡略化情報としての簡易作動状態情報７３０が表示さ
れる。
【０１０３】
　簡易作動状態情報７３０は、ＡＣＣが作動状態であることを文字にて簡略表示した第１
文字表示部７３１と、前記追従走行状態であることを文字にて簡略表示した第２文字表示
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部７３２とを含むものである。ＡＣＣという文字にて表示された第１文字表示部７３１と
、追従走行という文字にて表示された第２文字表示部７３２とは、上下に並設した状態で
表示される。
【０１０４】
　次に、制御手段Ｍは、図１５に示す時刻Ｔ３から所定時間Ｙ１が経過した後の時刻Ｔ４
において、第１多重通信入出力手段２１１（あるいは第１車両情報端子２１０）、並びに
第２多重通信入出力手段３１２（あるいは第２車両情報端子３１１）を介して、前記ＡＣ
Ｃオン信号を継続して受信している。また、この際、制御手段Ｍは、第３の制御部４０２
から他の通信部４１０、通信部２０９経由で送られたきた車両の外部情報（ナビゲーショ
ン情報）を継続して受信している。
【０１０５】
　すると、制御手段Ｍは、上述の前記ＡＣＣオン信号やナビゲーション情報に基づいて図
１９に示すような第４の表示モードＮ４に対応する表示情報がディスプレイ１５１、コン
バイナ３０９に表示されるようにディスプレイ１５１、液晶表示器３０６を表示動作させ
る制御を行う。
【０１０６】
　ここで、制御手段Ｍは、時刻Ｔ３から所定時間Ｙ１が経過したと判断した場合、上述の
ナビゲーション情報に基づき、それまで第２の表示領域Ｒ２に表示されていた作動状態情
報５７０に代えて前記第１実施形態にて採用したナビゲーション表示部５６０が第２の表
示領域Ｒ２に表示されるようにディスプレイ１５１の表示制御を行う。また、このとき、
制御手段Ｍによる制御のもと、コンバイナ３０９には第３の表示モードＮ３の場合と同様
にして車速表示部７１０と簡易作動状態情報７３０とが虚像表示される。
【０１０７】
　つまり、この際、制御手段Ｍは、他の情報Ｄ２（前記自動運転オン状態に対応する自動
運転関連情報）とナビゲーション情報（車両の外部情報）とを同時に取得している状況下
において、当該他の情報Ｄ２が簡略化された簡易作動状態情報７３０としてコンバイナ３
０９に表示されるように第１、第２の情報表示部１５０、３１０の表示制御を行うように
なっている。
【０１０８】
　次に、制御手段Ｍは、図１５に示す時刻Ｔ５において、第１多重通信入出力手段２１１
（あるいは第１車両情報端子２１０）、並びに第２多重通信入出力手段３１２（あるいは
第２車両情報端子３１１）を介して、前記第１実施形態にて採用した他の自動運転関連情
報を受信（取得）する。また、この際、制御手段Ｍは、第３の制御部４０２から他の通信
部４１０、通信部２０９経由で送られたきた車両の外部情報（ナビゲーション情報）を継
続して受信している。
【０１０９】
　すると、制御手段Ｍは、上述の他の自動運転関連情報やナビゲーション情報に基づいて
、図２０に示すような第５の表示モードＮ５に対応する表示情報がディスプレイ１５１、
コンバイナ３０９に表示されるようにディスプレイ１５１、液晶表示器３０６を表示動作
させる制御を行う。
【０１１０】
　この際、制御手段Ｍは、上述の他の自動運転関連情報に基づき、それまで第２の表示領
域Ｒ２に表示されていたナビゲーション表示部５６０に代えて、前記第１実施形態にて採
用した他の作動状態情報５９０が第２の表示領域Ｒ２に表示（拡大表示）されるようにデ
ィスプレイ１５１の表示制御を行う。
【０１１１】
　また、このとき、制御手段Ｍによる制御のもと、第２の駆動手段３０７を介して液晶表
示器３０６が駆動し、液晶表示パネル３０４からは車速用表示光と第２文字表示光とから
なる表示光Ｌが発せられ、コンバイナ３０９には、図２０に示すように車速表示部７１０
に加えて、車速表示部７１０の表示位置の周囲（近傍）に車両の自動運転制御（ＡＣＣ）
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が作動状態であることを示す他の簡易作動状態情報７４０が虚像表示される。例えば図２
０では、コンバイナ３０９の右側に前記簡略化情報としての他の簡易作動状態情報７４０
が表示される。
【０１１２】
　他の簡易作動状態情報７４０は、ＡＣＣが作動状態であることを文字にて簡略表示した
第１文字表示部７３１と、前記定速走行状態であることを文字にて簡略表示した第３文字
表示部７４１とを含むものである。ＡＣＣという文字にて表示された第１文字表示部７３
１と、定速走行という文字にて表示された第３文字表示部７４１とは、上下に並設した状
態で表示される。
【０１１３】
　次に、制御手段Ｍは、図１５に示す時刻Ｔ５から所定時間Ｙ２が経過した後の時刻Ｔ６
において、第１多重通信入出力手段２１１（あるいは第１車両情報端子２１０）、並びに
第２多重通信入出力手段３１２（あるいは第２車両情報端子３１１）を介して、前記他の
自動運転関連情報を継続して受信（取得）している。また、この際、制御手段Ｍは、第３
の制御部４０２から他の通信部４１０、通信部２０９経由で送られたきた車両の外部情報
（ナビゲーション情報）を継続して受信している。
【０１１４】
　すると、制御手段Ｍは、上述の前記ＡＣＣオン信号やナビゲーション情報に基づいて図
２１に示すような第６の表示モードＮ６に対応する表示情報がディスプレイ１５１、コン
バイナ３０９に表示されるようにディスプレイ１５１、液晶表示器３０６を表示動作させ
る制御を行う。
【０１１５】
　ここで、制御手段Ｍは、時刻Ｔ５から所定時間Ｙ２が経過したと判断した場合、上述の
ナビゲーション情報に基づき、それまで第２の表示領域Ｒ２に表示されていた他の作動状
態情報５９０に代えて前記第１実施形態にて採用したナビゲーション表示部５６０が第２
の表示領域Ｒ２に表示されるようにディスプレイ１５１の表示制御を行う。また、このと
き、制御手段Ｍによる制御のもと、コンバイナ３０９には第５の表示モードＮ５の場合と
同様にして車速表示部７１０と他の簡易作動状態情報７４０とが虚像表示される。
【０１１６】
　つまり、この際、制御手段Ｍは、他の情報Ｄ２（前記他の自動運転関連情報）とナビゲ
ーション情報（車両の外部情報）とを同時に取得している状況下において、当該他の情報
Ｄ２が簡略化された他の簡易作動状態情報７４０としてコンバイナ３０９に表示されるよ
うに第１、第２の情報表示部１５０、３１０の表示制御を行うようになっている。
【０１１７】
　以上のように、本第２実施形態によれば、制御手段Ｍは、他の情報Ｄ２（前記自動運転
オン状態に対応する自動運転関連情報、もしくは前記他の自動運転関連情報）とナビゲー
ション情報（車両の外部情報）とを同時に取得している状況下において、当該他の情報Ｄ
２が簡略化された簡略化情報（簡易作動状態情報７３０、あるいは他の簡易作動状態情報
７４０）としてコンバイナ３０９（第２の情報表示部３１０）に表示されるように第１、
第２の情報表示部１５０、３１０の表示制御を行うものである。
【０１１８】
　これにより自動運転機能が作動中の場合であってもナビゲーション情報表示用（つまり
外部情報表示用）の表示エリアが第２の表示領域Ｒ２に十分に確保され（利用者が必要な
ときに視認でき）、前記第１実施形態と同様の作用効果を得ることができる。さらに、こ
の場合、利用者はＡＣＣ（自動運転機能）の作動状態を簡易作動状態情報７３０あるいは
他の簡易作動状態情報７４０によって視認することができ、ヒューマン・マシン・インタ
ーフェイスを向上させることが可能な車両用情報提供装置を提供することができる。
【０１１９】
　また本第２実施形態では、制御手段Ｍは、自動運転の状態が、前記所定の状態から前記
所定の状態とは異なる前記他の状態へと変化したこと（つまり自動運転オフ状態から自動
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運転オン状態へと変化したこと、あるいは追従走行状態から定速走行状態へと変化したこ
と）を検出すると、前記他の状態に対応する自動運転関連情報（つまり作動状態情報５７
０、あるいは他の作動状態情報５９０）が所定時間（つまり所定時間Ｙ１、あるいは所定
時間Ｙ２）の間、第２の表示領域Ｒ２に拡大表示されるように第１、第２の情報表示部１
５０、３１０の表示制御を行うものである。これにより車両がＡＤＡＳ機能（自動運転機
能）を用いて走行中に、当該機能の状態変化を利用者へ分かり易く提供することが可能と
なり、ヒューマン・マシン・インターフェイスを向上させることが可能な車両用情報提供
装置を提供することができる。
【０１２０】
　なお、本発明は、上述の実施形態及び図面によって限定されるものではない。本発明の
要旨を変更しない範囲で、適宜、実施形態及び図面に変更（構成要素の削除も含む）を加
えることが可能である。
【０１２１】
　例えば、上述した実施形態では、第１の車両搭載機器１１０に第１の制御部２０２を設
け、第２の車両搭載機器１２０に第２の制御部３０２を設けたものであったが、例えば両
車両搭載機器１１０、１２０が単一の制御手段（図示せず）により制御されるようにして
もよい。
【産業上の利用可能性】
【０１２２】
　本発明は、外部機器と１つまたは２つの車両搭載機器を利用した車両用情報提供装置に
関し、少なくとも１つの車両搭載機器は、車両情報を表示する車両用メータ（車両用計器
）のみならず、車両に搭載されるナビゲーション装置やマルチディスプレイ装置等にも適
用可能である。
【符号の説明】
【０１２３】
　１０１　車両用通信システム
　１０２　車両搭載機器
　１０３　外部機器
　１０４　接続手段
　１０５　車内ＬＡＮ（伝送媒体）
　１１０　第１の車両搭載機器
　１２０　第２の車両搭載機器
　１５０　表示ユニット（第１の情報表示部）
　１５１　ディスプレイ
　２０２　第１の制御部
　２０９　通信部
　３０２　第２の制御部
　３０６　液晶表示器
　３０９　コンバイナ
　３１０　第２の情報表示部
　４０２　第３の制御部
　４１０　他の通信部
　５６０　ナビゲーション表示部（車両の外部情報）
　５７０　作動状態情報（他の情報）
　５８０、７３０　簡易作動状態情報（簡略化情報）
　５９０　他の作動状態情報（他の情報）
　６００、７４０　他の簡易作動状態情報（簡略化情報）
　　Ｄ１　所定情報
　　　Ｍ　制御手段
　　Ｒ１　第１の表示領域
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　　Ｒ２　第２の表示領域
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